
「福岡県性暴力対策アドバイザー登録・派遣事業」実施要綱 

（目的） 

第１条 この要綱は、福岡県における性暴力を根絶し、性被害から県民等を守るための条例（平成 

31 年福岡県条例第 19 号）の規定に基づき、性暴力に関する専門的な知識及び経験を有する専

門家等を学校、大学、事業所等に派遣し、性暴力を根絶し、被害者も加害者も出さない社会、性

暴力を許さず、被害者には寄り添う心を共有する社会の実現に寄与することを目的とする。 

 

（アドバイザーの委嘱手続） 

第２条 「福岡県性暴力対策アドバイザー（以下、「アドバイザー」という。）」は、以下

の手順により登録する。 

(1) 県は、福岡県臨床心理士会又は性暴力関係機関から県に推薦された者若しくは県内の

学校に勤務するスクールカウンセラーのうち（２）の養成講座の受講を希望する者をア

ドバイザー候補者とする。 

(2) アドバイザー候補者は、県が主催する「性暴力対策アドバイザー養成講座」を受講し、

県は、全科目の到達テストの結果が基準点を上回った者に対して、修了証を交付。 

(3) 修了証の交付を受けた者のうち、アドバイザーに登録されることを希望する者は、「福

岡県性暴力対策アドバイザー調書」（様式第１号）を知事に提出。 

(4) 知事は、前項の調書の提出があった者について、アドバイザーとして委嘱する。 

（登録） 

第３条 知事は、登録されたアドバイザーについて、「福岡県性暴力対策アドバイザー登録

簿」（様式第２号）を作成し、名簿管理するものとする。 

２ 前項の登録の有効期間は、登録された日から３年以内で知事が定める期間とする。ただ

し再登録を妨げない。 

（アドバイザーの登録取消） 

第４条 知事は、登録を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消す

ことができる。 

(1) 後見開始、保佐開始の審判を受けたとき。 

(2) 虚偽その他不正の手段により登録を受けたとき。 

(3) アドバイザーとして信用を失うような行為をしたとき。 

(4) その他、アドバイザーとして団体等からの要請に基づき派遣することが著しく不適当

と判断されたとき。 

（補助者） 

第５条 アドバイザーは、派遣される団体等の規模、参加人数等によりアドバイザーを補助する

者（以下「補助者」という。)が必要となる可能性がある場合には、登録を申請する際に指定す

ることができる。 

（派遣対象） 

第６条 アドバイザーの派遣を申請できる団体等は、福岡県内に所在し、次のいずれかに該当す

るものとする。 

(1)  学校教育法（昭和 22 年法律第 26 号）第１条に規定する小学校、中学校、義務教育学校、

高等学校、中等教育学校及び特別支援学校 

(2) 学校教育法第１条に規定する大学及び高等専門学校、同法第 124 条に規定する専修学校 

及び同法第 134 条第１項に規定する各種学校 

(3) 福岡県及び福岡県内の地方公共団体並びにそれらの外郭団体 

(4) 事業所 

(5) 地域の団体等（グループ、自治会、防犯団体、老人会、婦人会、ＰＴＡ、ＮＰＯ等） 

(6) その他、知事が適当と認めた機関・団体 

２ アドバイザーの派遣は、次の要件を満たした団体等に対し行うものとする。 

(1)  県民を対象に、性暴力の根絶に向けた知識及び具体的方策等の習得を目的で開催される

ものであること。 



 

(2) おおむね 10 名以上の参加者を見込んで実施されるものであること。 

(3) 営利目的、政治思想や宗教の教義等を広める目的で開催されるものでないこと。 

(4) 参加者から費用を徴する場合は、その費用が社会通念上適正であること。 

（派遣の手続） 

第７条 前条第１項第１号に規定する派遣対象については、県内の対象者が広く受講ができるよ

う、別に定める「性暴力対策アドバイザー派遣制度（学校への派遣）実施要項」により派遣を

行うものとする。 

２ 前項以外の派遣対象で、アドバイザーの派遣を希望する団体等（以下「申請者」という。）

は、派遣希望日のおおむね２週間前までに「福岡県性暴力対策アドバイザー派遣申請書」（様

式第３号）を県に提出するものとする。 

３ 県は、前項による派遣の申込みがあったときは、その採否を決定し、申請者に通知するもの

とする。また、派遣を決定した旨を、アドバイザーに通知するものとする。 

（費用の負担） 

第８条 県は、前条の規定により派遣を決定した研修会等の開催費用のうち、アドバイザー及び

その補助者に対する謝金及び旅費を県の規程に基づき負担する。 

（派遣変更の手続） 

第９条 申請者は、派遣の決定を受けた後、やむを得ない理由により派遣内容に変更が生じた場

合は、「福岡県性暴力対策アドバイザー派遣変更申請書」（様式第３号の２）により、速やか

に、変更申請をしなければならない。 

２ 知事は、前項の規定による派遣変更申請があったときは、その採否を決定し、申請者に通知

するものとする。また、派遣変更を決定した旨をアドバイザーに通知するものとする。 

（実績報告） 

第 10 条 申請者は、派遣終了後、速やかに「福岡県性暴力対策アドバイザー派遣実施報告書」（様式第

４号）を県に提出しなければならない。 

（中止報告） 

第 11 条 申請者は、災害その他やむを得ない理由により、研修会等を実施できなかったときは、

速やかに「福岡県性暴力対策アドバイザー派遣中止報告書」（様式第５号）を県に提出しなけ

ればならない。 

（費用の支払い） 

第 12 条 県は第 11 条の規定による報告を確認の上、速やかにアドバイザー及びその補助者に謝金

及び旅費を支払うものとする。 

（その他） 

第 13 条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別途定める。 

附 則 

この要綱は、令和２年６月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和２年１２月１８日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和３年９月３日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 


